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災害時の通信について 

  地震や事故等の災害発生時には、消防、警察などへの緊急度の高い通信が確保できるように通

信規制が行われるため、一般の電話がつながりにくくなります。このため、災害時に備えて複数

の通信手段を確保しておくことが必要です。 

  

１． 市防災行政用無線 

 刈谷市は、災害対策本部、消防、警察、病院、避難所、市民館、病院等拠点となる施設に

合計１８８台の無線設備を設置しています。桜区自主防災会はこの無線を緊急時に円滑に使

えるようにするため、桜区の災害対策本部が設置される桜市民館と各避難所、市役所間の通

信訓練を定期的に行っています。なお、行政用無線なので一般用には使用できません。 

 

２． 公衆電話 

 災害時には、携帯電話より公衆電話の方が比較的つながりやすくなります。裏面に桜地区

内に設置されている公衆電話及び避難所の特設公衆電話の場所と数を表示しています。災害

時には、必要と判断された場合に公衆電話が無料で利用できるようになります。念のため、

非常持ち出し袋に小銭やテレホンカードを入れておくのも良いでしょう。 

 

３． 災害伝言ダイヤル「１７１」 

 災害時には、災害用伝言ダイヤル「１７１」の提供が開始されます。固定電話だけでなく、

携帯電話や公衆電話からも利用でき、声の録音と再生ができます。毎月 1日と１５日及びお

正月や防災週間が無料体験利用日となっています。 

 

４． インターネット通信 

    災害時には、パケット通信を利用した E メールや SNS（Twitter,Facebook,LINE など） 

通信アプリは有効と言われています。熊本地震でも、無料通話アプリである「LINE」が通 

信手段として最も活用されたと聞いています。ただし、停電に備えて、モバイルバッテリー、 

車載インバーター、非常用電源などを準備しておくことが必要です。 

  

 

 

 ご参考；緊急時に役立つ LINEの使い方 
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